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新
出
の
唐
代
尼
僧
墓
誌
に
つ
い
て

松　

浦　

典　

弘

は 

じ 

め 
に

　

中
国
仏
教
史
の
中
で
も
尼
寺
や
尼
僧
に
関
す
る
研
究
は
、
史
料
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
進
展
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
そ
の
よ
う

な
状
況
下
、
唐
代
は
他
の
時
代
に
比
し
て
ま
と
ま
っ
た
数
の
尼
僧
の
墓
誌
が
存
在
す
る
た
め
、
研
究
の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
私
は

以
前
に
唐
代
の
尼
僧
の
墓
誌
を
分
析
し
、
唐
代
の
尼
僧
と
出
家
前
の
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る1
。
そ
の
際
、
所
属
し
た

寺
院
で
な
く
出
家
前
の
家
で
逝
去
す
る
尼
僧
が
比
較
的
多
く
存
在
す
る
こ
と
、
墓
誌
の
撰
者
や
書
者
に
親
族
の
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
尼
僧

が
出
家
後
も
出
身
の
家
と
強
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
結
論
と
し
て
述
べ
た
。

　

そ
の
後
、
石
刻
史
料
の
出
版
状
況
の
進
展
の
結
果
、
新
た
な
尼
僧
の
墓
誌
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た

新
出
の
尼
僧
墓
誌
の
中
か
ら
、
出
家
前
の
家
に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
い
情
報
を
含
む
五
点
を
選
び
、
録
文
を
掲
載
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
を

紹
介
し
、
在
俗
時
代
の
家
と
の
関
係
を
中
心
に
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

録
文
の
作
成
に
際
し
て
は
、
既
存
の
も
の
が
あ
れ
ば
参
考
に
し
て
、
墓
誌
に
基
づ
き
改
行
し
た
上
で
、
句
読
点
を
付
し
た
。
空
格
は
文
字

数
分
空
け
、
判
読
不
能
な
文
字
は
□
で
記
し
た
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
本
字
を
用
い
た
。
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一
．
會
如
墓
誌

１　
　
　
　

大
唐
故
韓
氏
劉
夫
人
墓
誌
銘
幷
序

２　

夫
人
彭
城
劉
氏
、
法
名
會
如
、
號
金
剛
山
、
宗
釋
典
也
。
世
食
舊
德
、
家
於
汝
墳
。
曾
祖
玄

３　

慶
、
隨
（
隋
）
大
寧
郡
大
寧
縣
令
、
學
探
由
夏
之
奧
、
政
成
卓
魯
之
術
。
祖
元
貞
、　　

 

皇
房

４　

陵
郡
至
誠
府
別
將
、
干
城
之
任
、
爲
王
爪
牙
。
父
洪
義
、　　
　

 

皇
兵
部
常
選
、
上
柱
國
、

５　

性
好
文
酒
、
養
志
林
園
。
夫
人
卽
柱
國
之
季
女
也
。
生
而
柔
順
、
閫
閾
不
踰
、
丱
歲
喪

６　

父
母
、
哀
毀
過
制
、
禮
以
女
子
有
行
。
旣
筓
而
適
韓
氏
、
恭
承
中
饋
、
敬
止
高
族
。

７　

舅
姑
是
穆
、
娣
娰
攸
稱
、
夫
人
之
行
也
。
府
君
才
量
素
高
、
三
命
至
朝
請
郞
、
秩
六
百
石
。

８　

惜
哉
公
器
、
享
年
不
永
、
天
寶
初
、
府
君
薨
。
夫
人
體
敬
姜
事
夫
之
則
、
崇
孟
母
訓
子
之

９　

道
、
撫
育
偏
露
、
慈
愛
益
深
。
嘗
解
衣
服
以
給
孤
遺
、
輟
資
糧
以
贍
親
戚
、
九
族
之
内
、
聞

₁₀　

望
日
高
。
自
以
爲
寡
弱
未
亡
之
人
、
無
以
報　
　

父
母
舅
姑
之
德
。
乃
詣
聖
善
寺
大

₁₁　

師
弘
正
、
與
同
學
十
數
人
、
俱
受
五
百
大
戒
。
銳
意
禪
觀
、
在
家
出
家
、
一
澄
慧
心
、
頓
遣

₁₂　

諸
著
、
庶
幾
禔
福
泉
壤
、
豈
伊
度
脫
身
世
而
已
哉
。
且
先
王
之
敎
、
髮
膚
不
可
以
不
愛
、

₁₃　

故
微
削
髮
、
示
不
忘
從
緇
徒
、
衣
服
不
可
以
不
衷
、
故
盡
褐
衣
、
示
不
忘
去
煩
俗
、
夫
人

₁₄　

之
節
也
。
爰
修
百
福
、
逮
茲
九
夏
、
齋
誡
之
誠
、
守
而
彌
潔
、
陰
陽
之
沴
、
莫
可
或
違
。
自
春

₁₅　

乖
和
、
及
冬
轉
亟
。
二
子
漸
・
益
等
、
齋
心
求
醫
、
銜
涕
嘗
藥
、
不
脫
冠
帶
而
侍
、
向
涉
一
年
。

₁₆　

雖
壽
考
之
福
不
延
、
而
純
孝
之
情
頗
至
。
以
天
寶
十
一
載
十
月
廿
八
日
薨
於
仁
風

₁₇　

里
之
私
第
、
春
秋
六
十
。
卜
嗣
歲
仲
月
朔
日
歸
葬
於
府
君
之
舊
塋
、
同
居
異
穴
、
以
受
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₁₈　

戒
故
也
。
夫
人
方
疾
之
殷
、
遺
囑
二
子
曰
、
吾
歿
之
後
、
以
道
流
處
之
、
擇
東
原
不
毛
之

₁₉　

地
、
建
西
方
淸
淨
之
塔
、
瞻
望
而
父
、
以
安
吾
神
、
幽
明
之
間
、
不
失
爾
祀
、
此
吾
志
也
。
悲

₂₀　

夫
。
漸
以
武
逹
、
前
高
平
郡
永
固
府
別
將
、
益
以
文
稱
、
預
臨
汝
郡
鄕
貢
進
士
、
皆
可
大

₂₁　

可
久
、
有
才
有
望
。
嗟
乎
。
二
子
行
以
孝
彰
、
情
由
理
著
、
恭　

理
命
之
有
素
、
瞻

₂₂　

先
塋
而
未
忍
。
是
以
進
退
荼
蓼
、
精
誠
寤
寐
、
徵
六
夢
於
冥
寞
、
候　
　

二
尊
之
安
否
。

₂₃　

儻
同
塋
未
可
、
庶　
　

先
妣
誨
之
、
冀
其
前
知
、
終
寢　

後
命
。
至
哉
夫
人
、
協
從
夫
之

₂₄　

道
。
嗣
子
奉
尊
先
之
訓
、
卒
歸
衞
人
之
祔
、
不
廢
周
公
之
典
。
嗚
呼
、
菫
原
逶
迤
、
柏
壟
幽

₂₅　

藹
、
占
以
龜
兆
、
封
之
馬
鬣
。
恐
陵
谷
之
斯
變
、
俾
聲
芳
之
有
歸
。
銘
曰
、

₂₆　

北
邙
之
北
、
重
崗
前
抱
、
遼
落
原
田
、
縈
紆
萼
草
、
府
君
之
所
宅
兮
。
其
一　

日
往
月
來
、

₂₇　

墳
樹
茲
拱
、
言
依
舊
域
、
肇
啓
新
壟
、
夫
人
之
祔
兮
。
其
二　

展
矣
夫
人
、
宜
此
家
室
、

₂₈　

克
著
蘋
藻
、
爰
具
戒
律
、
禔
福
之
所
兮
。
其
三　

哀
哉
嗣
子
、
古
謂
純
孝
、
不
隕
儒
風
、

₂₉　

聿
遵
釋
教
、
因
心
之
所
到
兮
。
其
四　

冉
冉
行
人
、
滔
滔
逝
水
、
閱
茲
陵
谷
、
倏
忽
千
祀
、

₃₀　

勒
銘
之
所
紀
兮
。
其
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
國
子
進
士
莊
若
訥
纂

　

本
墓
誌
に
関
し
て
は
、
趙
振
華
氏
の
『
洛
陽
古
代
銘
刻
文
献
研
究
』（
三
秦
出
版
社　

二
〇
〇
九
年
）
第
五
編
「
唐
代
墓
誌
経
幢
研
究
之
─

宗
教
階
級
篇
」
一
「
洛
陽
新
出
比
丘
尼
墓
誌
与
唐
代
東
都
聖
善
寺
」
に
拓
本
写
真
と
録
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
新
出
の
墓
誌
の
拓
本
写
真
・
録
文
を
掲
載
し
て
お
り
、
そ
れ
を
考
察
す
る
趙
氏
の
論
考
と
共
に
、
史
料
集
と
し
て
も
有
用
で
あ
る2
。

　

さ
て
こ
の
墓
誌
の
標
題
で
あ
る
が
、「
故
韓
氏
劉
夫
人
」
と
夫
の
姓
や
在
俗
時
代
の
姓
が
記
さ
れ
て
お
り
、
法
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
尼

僧
墓
誌
の
場
合
、
在
俗
時
代
の
姓
を
記
す
例
と
し
て
は
、
他
に
「
有
唐
東
都
安
國
寺
故
上
座
韋
和
上
墓
誌
銘
幷
序3
」
や
「
唐
故
東
都
安
國
寺
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比
丘
尼
劉
大
德
墓
誌
銘
幷
序4
」
な
ど
と
い
っ
た
例
が
見
ら
れ
る
が
、
寺
名
そ
の
他
出
家
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
語
が
記
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
墓
誌
に
関
し
て
は
俗
人
の
女
性
と
区
別
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
は
在
俗
時
代
の
家
と
の
強
い
つ
な
が
り
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
女
性
が
通
常
の
尼
と
は
異
な
っ
た
様
相
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

法
名
は
會
如
、
号
は
金
剛
山
と
あ
る5
（
２
行
目
）。
こ
う
し
た
仏
教
的
な
号
は
、
在
俗
の
女
性
信
者
の
墓
誌
で
も
間
々
見
ら
れ
る6
。

　

出
家
の
機
縁
は
夫
の
韓
氏
の
逝
去
で
あ
っ
た
。
聖
善
寺
大
師
弘
正
の
下
で
、
同
学
十
数
人
と
尼
僧
の
具
足
戒
で
あ
る
五
百
大
戒
を
受
け
た

（
８
〜
₁₁
行
目
）。
但
し
、「
先
王
の
教
え
で
は
、
髪
膚
は
愛
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
わ
ず
か
に
髪
を
そ
り
、
出
家
者
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
な
い
こ
と
を
示
し
、
衣
服
は
合
っ
た
も
の
に
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
粗
末
な
衣
を
着
、
わ
ず
ら
わ
し
い
俗
世
か
ら
離
れ

た
の
を
忘
れ
な
い
こ
と
を
示
す
が
、
夫
人
と
し
て
の
節
を
守
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。」（
₁₂
〜
₁₄
行
目
）
と
あ
る
よ
う
に
、
髪
を
完
全
に
剃
っ
て

し
ま
い
、
僧
衣
を
身
に
つ
け
て
い
る
普
通
の
尼
僧
の
姿
と
は
異
な
る
様
相
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
宋
代
の
史
料
で
あ
る
が
、『
釋
氏
要
覧
』

に
は
、「
式
叉
真
尼
（
具
足
戒
を
受
け
比
丘
尼
に
な
る
前
の
準
備
段
階
）」
を
説
明
し
て
、「
今
の
長
髪
の
尼
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
こ
と

か
ら7
、
こ
の
時
期
に
も
髪
を
剃
ら
な
い
尼
が
実
際
に
存
在
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

出
家
受
具
か
ら
九
年
が
経
っ
た
こ
ろ
、
春
に
体
調
を
崩
し
、
冬
に
は
悪
化
し
た
。
二
人
の
子
息
が
側
に
つ
き
世
話
を
し
た
が
、
天
寶
十
一

載
（
七
五
二
）
十
月
二
十
八
日
に
六
十
歳
で
逝
去
し
た
。
逝
去
し
た
場
所
は
「
仁
風
里
之
私
第
」
で
あ
り
、
在
俗
時
代
の
家
で
亡
く
な
っ
て
い

る
（
₁₆
〜
₁₇
行
目
）。
髪
を
残
し
完
全
な
尼
僧
の
姿
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
恐
ら
く
は
普
段
か
ら
あ
ま
り
寺
院
に
住
む
こ

と
は
せ
ず
家
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

翌
年
に
は
亡
き
夫
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
夫
婦
は
同
じ
墓
穴
に
埋
葬
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
受
戒
し
て
い
る
た
め
別

の
墓
穴
に
埋
葬
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
子
息
た
ち
に
遺
言
し
、「
西
方
淸
淨
之
塔
」
を
建
て
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
（
₁₇
〜
₁₉
行
目
）、
そ

れ
に
関
し
て
は
実
現
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
₂₄
行
目
）。

　

會
如
に
は
「
聖
」
と
し
て
の
要
素
と
「
俗
」
と
し
て
の
要
素
が
混
在
し
て
お
り
、
出
家
し
た
女
性
の
存
在
形
態
を
考
え
る
上
で
、
興
味
深
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い
事
例
で
あ
る
。二

．
志
弘
墓
誌

１　
　
　

大
唐　

皇
再
從
祖
姑
故
寧
刹
寺
比
丘
尼
志
弘
墓
誌
銘
幷
序

２　
　
　
　
　

銀
靑
光
祿
大
夫
前
光
祿
卿
上
柱
國
襲
琅
邪
郡
開
國
公
王
諒
撰

３　

粤
有
比
丘
尼
法
號
志
弘
、
則

４　

高
宗
天
皇
大
帝
之
曾
孫
、　　
　

 

許
貞
孝
王
諱
素
節
之
孫
、　　
　

 

褒
信
郡

５　

王
諱
璆
之
季
女
也
。
分
派
紫
霄
、
承
榮
朱
邸
、
百
行
無
點
、
五
禮
克
修
。
筓
年
歸
于

６　

我
、
封
隴
西
郡
夫
人
。
冰
雪
其
操
、
桃
李
其
姿
、
至
行
多
能
、
高
矩
全
節
、
六
姻
是
則
、

７　

二
族
所
推
、
美
矣
哉
。
常
謂
人
曰
、
蘭
室
之
與
蓮
宮
、
如
之
何
、
袨
服
之
與
緇
衣
、
如

８　

之
何
。
時
人
異
其
言
。
後
數
年
、
乃
削
髮
壞
衣
、
出
家
捨
俗
、
於
寧
刹
寺
辯
音
律
師

９　

下
受
具
戒
。
遂
發
菩
提
之
迹
于
金
沙
中
、
登
蚊
脚
之
梯
爲
希
有
事
。
旣
而
曰
、
禪

₁₀　

者
寂
也
、
寂
可
定
而
惠
生
。
遂
於
東
都
聖
善
寺
、
詣
山
門
澄
沼
禪
師
問
道
。
一
自

₁₁　

苦
心
、
禪
寂
斯
固
、
入
三
昧
樂
、
得
解
脫
門
、
可
以
爲
住
世
醫
王
、
可
以
爲
釋
敎
法

₁₂　

主
。
悲
夫
、
生
以
時
也
、
滅
以
順
也
、
以
生
以
滅
、
義
無
常
哉
。
厥
示
寢
疾
、
反
時
適
順
。

₁₃　

以
建
中
三
年
四
月
七
日
終
于
東
都
道
化
坊
舊
宅
永
穆
寺
、
春
秋
六
十
有
一
、

₁₄　

僧
夏
凡
六
。
以
其
年
十
一
月
廿
四
日
、
遷
神
于
河
南
縣
畢
圭
鄕
龍
門
里
也
。
嗚

₁₅　

呼
哀
哉
。
在
家
之
際
、
有
子
五
人
、
有
女
三
人
。
長
曰
邮
、
前
靑
州
千
乘
縣
令
。
次
曰

₁₆　

鄂
、
前
河
中
府
解
縣
尉
。
次
曰
邠
、
前
同
州
白
水
縣
丞
。
次
曰
∈
、
前
宋
州
楚
丘
縣
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₁₇　

丞
。
次
曰
鄠
、
前
弘
文
館
明
經
。
長
適
前
江
陵
府
公
安
縣
令
段
宥
。
次
適
前
大
理

₁₈　

評
事
李
係
、
晩
年
出
家
、
法
號
悟
眞
。
次
適
太
原
府
祁
縣
尉
李
肅
。
邮
等
幷
柴
毀

₁₉　

失
容
、
綆
淚
成
血
。
諒
雖
道
俗
有
殊
、
而
情
理
難
易
、
還
悲
獨
鶴
之
聲
咽
、
終
嘆
孤

₂₀　

鸞
之
影
沉
。
墮
泪
栽
文
、
寄
哀
貞
石
。
銘
曰
、

₂₁　

平
王
之
孫
、
齊
侯
之
子
、
其
德
淑
順
、
其
華
綺
靡
。
稟
訓
梁
苑
、
女
儀
如
彼
、
言
歸
沁

₂₂　

園
、
婦
道
如
此
。
其
一　

佛
理
超
寂
、
克
修
必
見
、
豈
無
全
生
、
知
生
如
流
。
電
豈
無
榮
、

₂₃　

樂
知
樂
如
露
泫
、
電
露
倏
欻
、
夫
何
所
羨
。
其
二　

至
道
可
保
、
至
敎
可
從
、
道
敎
兩

₂₄　

悟
、
若
會
雲
龍
。
婉
婉
之
質
、
凜
凜
之
容
、
淬
然
孤
貞
、
乃
類
高
松
。
其
三　

法
有
明
珠
、

₂₅　

事
有
生
滅
、
生
滅
一
致
、
明
昧
齊
設
、
去
矣
反
眞
、
哀
纏
抆
血
、
高
樹
悲
風
、
寒
原
苦

₂₆　

月
、
勒
銘
頌
美
、
嗚
呼
永
訣
。
其
四

₂₇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

哀
子
朝
請
郞
前
行
河
中
府
解
縣
尉
驍
騎
尉
晉
陽
縣

₂₈　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
國
男
鄂
書

　

本
墓
誌
は
、
會
如
墓
誌
同
様
、
趙
振
華
氏
の
前
掲
論
文
に
拓
本
写
真
と
録
文
が
掲
載
さ
れ
る
。

　

志
弘
は
「
皇
再
従
祖
姑
」
と
あ
る
が
、
三
代
皇
帝
高
宗
の
曾
孫
に
あ
た
る
。
墓
誌
が
書
か
れ
た
当
時
の
皇
帝
は
德
宗
で
あ
り
、
系
図
を
示

せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

高
宗
─
中
宗

　
　
　
　
　

—

睿
宗—

玄
宗—

粛
宗—

代
宗—

德
宗

　
　
　
　
　

—

素
節—

璆—

志
弘
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志
弘
の
祖
父
の
素
節
は
高
宗
の
第
四
子
で
許
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
生
母
は
、
則
天
武
后
と
敵
対
関
係
に
あ
り
、
武
后
が
皇
后
に
立

て
ら
れ
た
後
に
粛
清
さ
れ
た
蕭
淑
妃
で
あ
る
。
素
節
も
則
天
武
后
に
よ
り
殺
害
さ
れ
庶
人
の
礼
を
以
て
葬
ら
れ
た
が
、
中
宗
復
位
後
、
王
号

等
を
復
さ
れ
て
い
る
。
素
節
が
殺
さ
れ
る
と
、
そ
の
子
息
の
う
ち
九
人
は
同
時
に
犠
牲
に
な
っ
た
が
、
年
少
の
四
人
は
免
れ
、
雷
州
に
監
禁

さ
れ
た
。
志
弘
の
父
で
あ
る
璆
は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
中
宗
復
位
後
は
嗣
澤
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
郢
國
公
に
降
さ
れ
た
が
、
後
に
は
褒
信
郡
王

に
封
ぜ
ら
れ
た
。
天
寶
初
に
は
宗
正
卿
と
な
り
、
天
寶
九
載
（
七
五
〇
）
に
逝
去
し
て
い
る8
。

　

祖
父
ら
が
不
幸
な
最
期
を
遂
げ
た
と
い
う
境
遇
の
せ
い
か
、
志
弘
は
も
と
も
と
出
家
の
志
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
建
中
三
年
（
七

八
二
）
に
六
十
一
歳
で
逝
去
、
僧
臘
が
六
夏
で
あ
る
か
ら
（
₁₃
〜
₁₄
行
目
）、
晩
年
に
至
っ
て
志
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
寧
刹
寺
の
辯
音
律

師
の
も
と
で
受
戒
の
後
、
聖
善
寺
の
澄
沼
禪
師
に
道
を
問
う
た
。

　
「
筓
年
に
し
て
我
に
歸
し
、
隴
西
郡
夫
人
に
封
ぜ
ら
る
」（
５
〜
６
行
目
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
墓
誌
の
撰
者
の
王
諒
は
志
弘
の
夫
で
あ
り
、

文
字
を
書
し
た
の
は
次
男
の
王
鄂
で
あ
る
。
夫
が
い
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
出
家
す
る
の
で
あ
る
が
、
決
し
て
家
と
関
係
を
絶
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
逝
去
し
た
場
所
が
「
東
都
道
化
坊
舊
宅
永
穆
寺
」
で
あ
る
こ
と
も
（
₁₃
行
目
）、
志
弘
と
家
と
の
つ
な

が
り
、
さ
ら
に
は
こ
の
家
の
仏
教
信
仰
の
篤
さ
が
窺
わ
れ
る
。
な
お
、
在
俗
時
代
に
子
息
五
人
、
子
女
三
人
を
持
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
次
女

は
嫁
い
だ
後
、
晩
年
出
家
し
て
い
る
こ
と
も
、
家
の
仏
教
信
仰
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
（
₁₅
〜
₁₈
行
目
）。

三
．
圓
寂
墓
誌

１　
　

唐
故
右
街
臨
壇
大
德
資
善
寺
上
座
圓
寂
律
和
上
墓
誌

２　

昔
如
來
於
鹿
野
苑
爲
五
俱
輪
始
演
律
法
、
後
之
學
者
有
優
波

３　

離
堅
持
第
一
。
惟
去
大
德
不
忝
是
儀
、
入
室
升
堂
、
至
乎
哉
。
大
德

４　

諱
圓
寂
、
元
和
丁
亥
歲
八
月
丙
辰
朔
十
九
日
甲
戌
、
忽
如
有
晨
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５　

起
漱
濯
、
趺
坐
而
坐
、
無
疾
而
滅
、
享
年
六
十
八
、
僧
夏
卌
六
。
凡
是

６　

聆
其
道
者
、
皆
行
哭
失
聲
、
門
弟
子
等
哀
動
三
千
、
感
于
他
界
。
先

７　

是
浮
雲
冥
々
、
白
日
無
光
、
蓋
梵
宇
無
庇
之
朕
也
。
大
德
俗
姓
崔

８　

氏
、
博
陵
人
也
、
源
流
遠
邁
、
宗
族
延
茂
。
曾
祖
知
温
、
皇
蘭
州
長
史
。

９　

祖
如
璋
、
皇
徐
州
苻
（
符
）
離
縣
令
、
贈
工
部
尚
書
。
父　

、
皇
尚
書
都
官

₁₀　

員
外
郞
、
贈
鄭
州
刺
史
。
世
奉
西
方
淸
淨
之
敎
、
故
大
德
生
知
道

₁₁　

樞
。
年
十
二
、
有
志
自
中
、
終
不
可
奪
、
披
褐
落
髮
、
齋
心
誦
經
。
視
金

₁₂　

華
之
飾
、
惡
之
如
讎
、
觀
煩
惱
之
門
、
脫
之
若
遺
、
哀
樂
無
□
、
榮
辱

₁₃　

不
入
。
年
廿
、
受
具
戒
于
長
安
濟
度
寺
。
於
是
行
止
無
差
、
萬
行
皆

₁₄　

備
。
年
卅
、
具
一
切
智
、
通
逹
無
礙
。
年
卌
、
人
聆
其
風
、
無
不
向
道
。
貞

₁₅　

元
初
、
承
運
而
遷
、
止
于
東
都
安
國
寺
、
一
都
道
流
、
咸
欽
其
風
。
於

₁₆　

是
長
老
皆
來
、
虔
請
登
戒
壇
、
雖
俯
允
羣
誠
、
然
非
其
願
也
。
未
幾
、

₁₇　

言
旋
謞
（
鎬
）
京
、
謞
（
鎬
）
京
長
老
復
如
東
洛
之
志
、
兼
請
綱
首
本
寺
、
不
得

₁₈　

已
而
莅
之
。
洎
晩
歲
、
講
習
奥
旨
、
晝
夜
不
墮
、
傳
之
門
人
、
使
其
敎

₁₉　

識
者
謂
代
有
法
寶
、
我
敎
將
興
行
也
。
嗚
呼
、
夢
幻
之
比
、
同
歸
於

₂₀　

空
。
彼
俗
見
雖
悲
、
我
寂
滅
爲
樂
。
是
歲
十
月
乙
卯
、
建
塔
于
必
原
、

₂₁　

像
敎
也
。
大
德
蠡
、　

父
之
姉
也
、
敢
泣
書
道
德
、
始
終
于
貞
石
。
將

₂₂　

懼
陵
谷
遷
徙
、
而
不
我
□
也
、
心
之
悲
者
、
言
質
而
寡
文
。
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本
墓
誌
は
胡
戟
・
榮
新
江
主
編
『
大
唐
西
市
博
物
館
蔵
墓
誌
』
下
（
北
京
大
学
出
版
社　

二
〇
一
二
年
）
三
四
四
に
拓
本
写
真
及
び
録
文
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
、「
唐
故
諱
圓
寂
墓
誌
之
銘
」
と
書
さ
れ
た
蓋
を
有
す
る
。

　

圓
寂
は
元
和
二
年
（
八
〇
七
）
八
月
十
九
日
に
六
十
八
歳
で
逝
去
し
て
お
り
、
僧
臘
は
四
十
六
夏
で
あ
る
（
５
行
目
）。
博
陵
崔
氏
の
出
身
で
、

曾
祖
父
の
知
温
は
蘭
州
長
史
、
祖
父
の
如
璋
は
符
離
縣
令
、
父
は
都
官
員
外
郎
で
あ
っ
た
が
諱
の
部
分
は
空
格
に
さ
れ
て
お
り
不
明
で
あ
る
。

崔
知
温
と
い
う
名
の
人
物
は
、『
舊
唐
書
』
巻
一
八
五
上
・『
新
唐
書
』
巻
一
〇
六
に
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、「
許
州
鄢
陵
人
」
で
あ
る
こ

と
や
、
こ
の
墓
誌
で
の
肩
書
が
蘭
州
長
史
で
あ
る
の
に
対
し
、
永
隆
二
年
（
六
八
一
）
に
中
書
令
に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
別
人

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
列
伝
に
は
蘭
州
刺
史

0

0

と
し
て
事
績
を
残
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
形
で
誤
り
が
生
じ
た
可

能
性
も
全
く
は
否
定
で
き
な
い
。

　

墓
誌
に
は
崔
氏
一
族
が
代
々
仏
教
を
信
奉
し
て
き
た
旨
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
影
響
か
ら
か
十
二
歳
で
出
家
剃
髪
し
、
二
十
歳
の
と
き
に

長
安
濟
度
寺
で
具
足
戒
を
受
け
た
（
₁₀
〜
₁₃
行
目
）。

　

貞
元
年
間
初
期
に
東
都
洛
陽
の
安
國
寺
に
移
り
、
そ
こ
で
活
躍
し
た
よ
う
で
あ
る
（
₁₄
〜
₁₆
行
目
）。
安
國
寺
は
洛
陽
で
随
一
の
尼
寺
で
、

周
辺
地
域
か
ら
多
く
の
尼
僧
が
集
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
安
國
寺
に
関
係
し
た
尼
の
墓
誌
は
他
に
比
し
て
多
く
出
土
し
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
長
安
と
の
行
き
来
が
認
め
ら
れ
る
例
も
あ
る9
。

　

そ
の
後
、
長
安
に
も
ど
る
こ
と
に
な
り
、
長
老
た
ち
に
請
わ
れ
、
本
寺
す
な
わ
ち
資
善
寺
に
て
綱
首
（
上
座
）
を
つ
と
め
た
（
₁₆
〜
₁₈
行
目
）。

資
善
寺
は
圓
寂
が
嘗
て
住
し
た
濟
度
寺
と
同
じ
安
業
坊
に
位
置
し
て
お
り
、
以
前
か
ら
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

こ
の
墓
誌
を
撰
し
た
の
は
父
の
姉
で
あ
る
大
德
の
蠡
と
い
う
尼
僧
で
あ
る
（
₂₁
行
目
）。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
一
族
の
仏
教
信
仰
の
篤
さ
が

窺
わ
れ
る
。
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四
．
法
眞
墓
誌

１　

唐
故
東
都
安
國
寺
大
德
尼
法
眞
墓
誌
銘
幷

２　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

姪
前
鄭
州
新
鄭
縣
尉
彤
纂

３　

有
唐
東
都
安
國
寺
大
德
尼
法
眞
、
元
和
癸
巳
歲
、
月
建
丑
旣
望

４　

之
又
九
日
、
東
首
加
服
、
寂
滅
于
毗
維
離
精
舍
、
享
年
五
百
四
甲

５　

子
、
僧
律
六
十
四
夏
。
呼
嚱
、
邦
國
彌
瘁
、
哲
人
其
萎
、
慧
日
韜
光
。
大

６　

師
俄
逝
、
泉
涕
雷
慟
識
與
不
識
。
大
師
俗
姓
裴
、
曾
祖
邢
州
長
史

７　

公
繹
、
烈
祖
袁
州
刺
史
贈
潤
州
刺
史
無
晦
、
皇
考
懷
州
刺
史
贈

８　

鴻
臚
卿
恂
。
大
師
則
懷
州
府
君
之
次
女
。
以
檀
波
羅
密
勝
福
生

９　

豪
族
大
家
、
以
過
去
無
量
阿
僧
祇
刼
供
養
燃
燈
佛
所
、
故
捨
俗

₁₀　

歸
道
。
在
家
則
宗
親
儀
範
、
長
幼
具
瞻
、
使
閨
門
之
内
穆
穆
悌
悌
。

₁₁　

及
入
佛
、
知
見
爲
法
舟
航
、
大
拯
羣
迷
、
破
諸
昏
闇
、
盲
者
得
視
、
愚

₁₂　

者
離
癡
、
敎
誘
多
門
、
方
便
無
礙
。
眞
一
雨
之
閏
（
潤
）、
衆
品
皆
榮
。
何
大

₁₃　

夜
之
催
、
神
祇
不
福
。
族
黨
無
主
、
敎
法
安
歸
。
哭
于
皇
天
、
天
胡
降

₁₄　

喪
。
家
之
政
、
人
之
理
、
佛
法
之
津
梁
、
自
此
滅
矣
。
門
弟
子
見
用
等

₁₅　

獲
聞
祕
密
、
早
沐　
　
　

慈
仁
、
忽
痛
其
於
終
天
、
願
藏
舟
於
夜

₁₆　

壑
。
元
和
九
年
正
月
二
十
五
日
、
葬
於
河
南
縣
龍
門
山
之
宗
谷
、

₁₇　

遵　
　
　

遺
旨
也
。
以
彤
恩
深
猶
子
、
備
詳
聞
見
、
銜
哀
編
次
、
實
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₁₈　

而
無
文
。
銘
曰

₁₉　

敎
法
將
頽
、
魔
軍
大
來
、
破
度
脫
舟
艥
、
焚
生
死
刼
灰
、
雖
寂
滅
之

₂₀　

爲
樂
、
終
愛
別
兮
可
哀
。
猶
子
彤
當
買
臣
負
薪
之
歲
、
在
顔
子
陋

₂₁　

巷
之
中
、
無
貨
財
爲
禮
、
無
筋
力
爲
容
。
旣
乖
執
紼
、
不
及
送
終
、
哭

₂₂　

望
轜
車
、
維
嵩
之
東
、
千
秋
萬
古
、
白
日
靑
松
。

　

本
墓
誌
は
、
趙
君
平
・
趙
文
成
編
『
秦
晉
豫
新
出
墓
誌
蒐
佚
』
三
（
国
家
図
書
館
出
版
社　

二
〇
一
二
年
）
六
八
三
に
拓
本
写
真
、
毛
陽
光
・

余
扶
危
主
編
『
洛
陽
流
散
唐
代
墓
誌
彙
編
』
下
（
国
家
図
書
館
出
版
社　

二
〇
一
三
年
）
二
五
四
に
拓
本
写
真
及
び
録
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

「
唐
故
安
國
寺
大
德
尼
法
眞
墓
誌
」
と
書
さ
れ
た
蓋
を
有
す
る
。

　

誌
主
の
法
眞
は
河
東
聞
喜
の
裴
氏
出
身
で
あ
り
、
父
の
兄
で
あ
る
裴
寛
は
両
唐
書
に
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
る11
。
墓
誌
に
は
曾
祖
父
の
公
繹

は
邢
州
長
史
、
祖
父
の
無
晦
は
袁
州
刺
史
、
父
の
恂
は
懐
州
刺
史
と
あ
り
（
６
〜
８
行
目11
）、
こ
れ
は
『
新
唐
書
』
巻
七
一
上
・
宰
相
世
系
表

の
記
述
と
一
致
す
る
。
な
お
、
無
晦
・
恂
の
贈
官
が
そ
れ
ぞ
れ
潤
州
刺
史
・
鴻
臚
卿
で
あ
っ
た
こ
と
は
墓
誌
に
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

　

裴
氏
の
仏
教
信
仰
に
関
し
て
は
愛
宕
元
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
り12
、
裴
寛
ら
裴
氏
一
族
が
熱
心
な
仏
教
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
愛
宕
氏
は
冒
頭
の
部
分
が
缺
落
し
て
い
る
「
□
□
和
上
塔
銘
」（『
陶
齋
藏
石
記
』
卷
二
九
な
ど
所
収13
）
に
つ
い
て
検
討
し
、

そ
こ
に
記
さ
れ
る
父
と
見
ら
れ
る
人
物
と
伯
父
の
官
が
、
両
唐
書
に
記
さ
れ
る
裴
恂
・
裴
寛
の
官
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
塔
銘
の
主

の
父
が
恂
、
伯
父
が
寛
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
墓
誌
に
お
け
る
法
眞
の
父
の
官
の
記
述
と
も
一
致
し
、
法
眞
こ
そ
が
こ
の

塔
銘
の
主
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

　

墓
誌
に
は
、
法
眞
の
教
え
を
受
け
た
門
弟
子
と
し
て
見
用
の
名
が
見
ら
れ
る
が
（
₁₄
行
目
）、
塔
銘
の
方
に
も
塔
を
建
て
た
弟
子
を
代
表
し

て
見
用
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
塔
銘
が
法
眞
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
法
眞
の
逝
去
し
た
年
月
日
に
関
し
て
は
、
墓
誌
で
は
「
元
和
癸
巳
歳
（
八
年
・
八
一
三
）
月
建
丑
（
十
二
月
）
既
望
（
十
六
日
）
之
又

九
日
（
二
十
五
日
）」
と
す
る
が
（
３
〜
４
行
目
）、
塔
銘
に
は
「
以
元
和
八
年
十
二
月
廿
六
日
終
于
本
寺
」
と
あ
る
。
ま
た
享
年
と
僧
臘
に
関

し
て
は
、
墓
誌
は
「
享
年
五
百
四
甲
子
（
八
十
四
）、
僧
律
六
十
四
夏
」
と
し
（
４
〜
５
行
目
）、
塔
銘
で
は
「
時
年
八
十
四
、
歴
夏
六
十
二
」

と
す
る
。
逝
去
の
年
月
日
に
一
日
、
僧
臘
に
二
年
の
差
が
あ
る
と
は
い
え
、
数
値
的
に
は
近
く
十
分
に
起
こ
り
う
る
誤
り
で
あ
っ
て14
、
他
の

共
通
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

　

墓
誌
銘
の
撰
者
は
「
姪
前
鄭
州
新
鄭
縣
尉
彤
」
で
あ
り
、
塔
銘
の
撰
者
は
、「
姪
潾
」
で
あ
る15
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
尼
僧
の
墓
誌
銘

や
塔
銘
は
一
族
の
者
が
文
を
撰
す
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
彤
と
潾
と
い
う
二
人
の
甥
が
、
お
ば
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
墓
誌

銘
と
塔
銘
を
撰
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

貴
人
の
家
の
男
性
出
家
の
例
も
あ
る
と
は
い
え
、
家
を
継
ぐ
こ
と
が
な
い
た
め
か
、
女
性
出
家
の
ケ
ー
ス
の
方
が
は
る
か
に
多
く
見
ら
れ

る
。
裴
氏
の
篤
い
信
仰
を
背
景
に
、
法
眞
は
出
家
得
度
し
安
國
寺
に
住
し
た
が
、
裴
氏
と
の
つ
な
が
り
を
保
ち
続
け
、
家
に
お
け
る
仏
教
祭

祀
な
ど
に
も
か
か
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
．
廣
素
墓
誌

１　
　
　
　

故
東
都
安
國
寺
尼
淸
河
崔
氏
墓
誌
銘
幷
序

２　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堂
弟
鄕
貢
進
士
潘
撰

３　

師
俗
姓
崔
氏
、
淸
河
人
也
。
大
中
十
一
年
十
二
月
有
九
日
、
終
于
河
南
府

４　

緱
氏
縣
官
舍
、
享
齡
三
十
三
。
旣
而
議
其　

歸
禮
、
得
責
實
之
休

５　

兆
、
以
來
年
孟
春
二
十
二
日
、
從
□
□
□
□
先
塋
河
南
府
偃
師
之
亳
邑

６　

郷
北
邙
原
、
卜
期
旣
備
、
窀
穸
方
陳
。
嗟
乎
、
壽
之
不
脩
、
罹
禍
若
此
。
粤
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７　

我
曾
祖
吏
部
郞
中
兼
御
史
中
丞
贈
太
子
少
傅
府
君
諱
陲
、

８　

王
父
朝
請
大
夫
守
太
府
卿
府
君
諱
鄷
、
□
□
父
河
南
府
伊
闕
縣

９　

令
府
君
諱
垍
、
師
卽
垍
之
第
二
女
也
。
法
名
廣
素
。
幼
衣
緇
裳
、

₁₀　

受
解
於
安
國
寺
。
以
□
□
武
宗
皇
帝
削
跡
、
天
下
釋
士
咸
歸
俗
焉
。

₁₁　

師
乃
離
洛
還
家
、
齋
心
長
髮
。
貴
乎
、
天
不
奪
人
之
志
、　

上
果
謂
玄

₁₂　

敎
再
興
、
復
理
本
法
。　

師
數
年
之
内
、
隨
□
□
季
父
璹
杭
楚
宰
邑
、

₁₃　

去
秋
又
遷
緱
氏
縣
令
。
□
師
冬
自
山
陽
而
來
。
奈
何
中
逵
遘
疾
、
纔

₁₄　

及
之
、
奄
歸
夜
泉
。
哀
哉
。
錐
早
證
三
空
而
悲
留
百
代
。
有
弟
二
人
、
長
曰

₁₅　

鈞
、
密
縣
尉
、
次
曰
暎
、
左
神
武
錄
事
參
軍
、
各
少
參
窅
、
弘
識
義
方
、
慟
切

₁₆　

摧
心
、
哀
無
休
息
。
潘
昧
學
匪
才
、
直
叙
其
□
德
、
搦
管
凝
涙
。
輒
爲
銘
云

₁₇　

幻
化
不
測
兮
從
有
歸
無　

人
生
一
時
兮
榮
乃
還
枯　

千
秋
動
息
兮
香
在
須
臾

₁₈　

二
鼠
推
移
兮
尖
可
踟
蹰　

孤
魂
旣
去
兮
飄
然
若
寄　

存
歿
反
覆
兮
罕
知
其
裁

₁₉　

危
葉
俄
驚
兮
寒
風
忽
次　

繁
霜
將
釋
兮
曉
日
何
熾　

事
盡
空
兮
尋
之
莫
覩

₂₀　

卜
宅
兆
兮
履
于
后
土　

邗
貞
石
兮
銘
明
幽
府　

記
姓
氏
兮
永
留
萬
古

₂₁　
　
　
　
　
　
　
　

堂
弟
潼
書　
　
　
　
　
　
　

杜
師
簡
鐫

　

本
墓
誌
は
『
秦
晉
豫
新
出
墓
誌
蒐
佚
』
四
・
八
〇
〇
に
拓
本
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
唐
安
國
寺
尼
廣
素
銘
」
と
書
さ
れ
た
蓋
を
有
す

る
。

　

廣
素
は
清
河
の
崔
氏
の
出
身
で
あ
る
。
曾
祖
父
の
陲
は
『
舊
唐
書
』
巻
一
五
五
・『
新
唐
書
』
巻
一
六
三
の
崔
邠
伝
に
邠
の
父
と
し
て
名
が
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見
ら
れ
る
が
「
倕
」
に
作
り
、『
新
唐
書
』
巻
七
二
下
・
宰
相
世
系
表
の
み
が
「
陲
」
と
記
す
。
祖
父
の
鄷
が
邠
の
弟
で
あ
る
こ
と
は
『
新
唐

書
』
の
邠
伝
及
び
宰
相
世
系
表
か
ら
確
認
で
き
、
宰
相
世
系
表
で
は
官
を
司
農
卿
と
す
る
。
父
の
垍
に
つ
い
て
は
両
唐
書
の
記
す
と
こ
ろ
で

は
な
い
が
、
墓
誌
が
存
在
し
、
会
昌
四
年
（
八
四
四
）
四
月
二
十
五
日
に
享
年
五
十
四
に
て
逝
去
、
六
月
十
五
日
に
埋
葬
さ
れ
た
と
あ
る16
。
墓

誌
に
は
廣
素
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
四
人
い
た
娘
の
う
ち
二
女
で
、
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
願
っ
て
出
家
し
た
と
あ
る17
。

　

廣
素
自
身
の
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
幼
く
し
て
出
家
し
、
洛
陽
の
安
國
寺
に
住
し
た
（
９
〜
₁₀
行
目
）。
し
か
し
な
が
ら
、
武
宗
に
よ
る

会
昌
の
廃
仏
の
た
め
、
還
俗
し
家
に
帰
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
₁₀
〜
₁₁
行
目
）。
会
昌
四
年
六
月
に
葬
ら
れ
た
父
の
墓
誌
で
は
出
家
し

た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
還
俗
は
そ
れ
以
降
の
廃
仏
が
本
格
化
し
た
時
期
の
こ
と
で
あ
ろ
う18
。

　

武
宗
の
歿
後
、
宣
宗
に
よ
り
仏
教
復
興
が
な
さ
れ
、
廣
素
も
再
び
出
家
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
安
國
寺
に
戻
る
こ
と
は
せ
ず
、

季お

父じ

で
あ
る
璹
が
南
方
の
地
の
県
令
と
し
て
赴
任
す
る
の
に
随
行
し
て
い
た
（
₁₂
行
目
）。

　

璹
が
河
南
の
緱
氏
県
令
に
遷
る
こ
と
か
ら
、
廣
素
も
そ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ
る
が
、
不
幸
な
こ
と
に
病
に
か
か
っ
て
し
ま
い
（
₁₃
〜
₁₄
行

目
）、
大
中
十
一
年
（
八
五
七
）
十
二
月
に
三
十
三
歳
で
季
父
の
も
と
緱
氏
県
の
官
舎
で
逝
去
し
た
（
３
〜
４
行
目
）。
墓
誌
を
撰
し
た
の
は
堂
弟

の
潘
、
文
字
を
書
い
た
の
は
や
は
り
堂
弟
の
潼
で
あ
り
、
彼
ら
は
璹
の
子
息
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
で
あ
れ
ば
璹
や
廣
素
と
行
動
を
共

に
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

恐
ら
く
、
廣
素
が
廃
仏
の
た
め
還
俗
し
た
時
点
で
は
父
が
亡
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
季
父
の
一
家
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

再
出
家
後
も
寺
に
戻
っ
た
様
子
が
な
く
、
出
家
の
身
で
あ
り
な
が
ら
俗
家
に
住
み
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
同
じ
よ
う
に
会
昌
の
廃
仏
を
経
験
し
た
尼
僧
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
墓
誌
の
事
例
と
し
て
、
舟
濟
の
例
を
あ
げ
て
お
く19
。
彼
女
は

鉅
鹿
の
魏
氏
の
出
身
で
、
元
和
年
間
に
長
安
崇
敬
寺
の
律
大
徳
常
寂
よ
り
具
足
戒
を
受
け
た
。
廃
仏
の
た
め
還
俗
し
た
が
、
宣
宗
に
よ
り
仏

教
が
復
興
さ
れ
る
と
再
び
剃
髪
出
家
し
た
。
己
巳
歳
（
大
中
三
年
・
八
四
九
）
に
兄
の
魏
中
庸
が
汝
陰
太
守
（
頴
州
刺
史
）
に
な
る
の
に
随
行
し

た
が
、
翌
年
二
月
十
二
日
に
官
舎
で
逝
去
し
て
い
る
。
享
年
六
十
、
僧
臘
三
十
二
で
あ
っ
た21
。
廣
素
同
様
、
復
仏
後
も
寺
に
戻
る
こ
と
な
く
、
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家
族
と
行
動
を
共
に
し
て
お
り
、
廣
素
の
例
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お 

わ 

り 

に

　

以
上
、
五
点
の
尼
僧
墓
誌
に
関
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
墓
誌
か
ら
、
尼
僧
と
出
家
前
の
家
と
の
強
い
つ
な
が
り
が
窺
わ
れ
る
点
は
、
先
の
拙
稿
で
の
結
論
に
一
致
す
る
。
特
に
、
會

如
や
廣
素
の
例
で
は
、
出
家
後
も
在
俗
時
代
の
家
で
過
ご
し
て
い
た
時
期
の
割
合
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
會
如
が
完
全
に

剃
髪
し
て
い
な
か
っ
た
な
ど
、
出
家
し
て
い
な
が
ら
も
、
俗
的
な
要
素
を
強
く
持
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
他

に
も
、
例
え
ば
俗
人
の
礼
で
葬
ら
れ
た
尼
僧
の
例
な
ど
が
存
在
す
る
の
で
あ
る21
。

　

一
方
で
在
家
の
女
性
の
中
に
出
家
者
的
な
要
素
を
持
っ
た
者
が
多
く
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
。
本
稿
で
も
触
れ
た
仏
教
的
な
号
を
持

つ
女
性
の
存
在
の
他
に
、
在
家
で
あ
り
な
が
ら
僧
尼
の
如
く
塔
を
建
て
、
夫
婦
同
穴
で
葬
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
夫
と

墓
穴
を
異
に
す
る
例22
や
、
寺
院
で
逝
去
す
る
例23
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
女
性
た
ち
は
、
聖
と
俗
の
中
間
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
実
態
の
解
明
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で

あ
る
。

注１ 

拙
稿
「
墓
誌
か
ら
見
た
唐
代
の
尼
僧
と
家
」（『
佛
教
史
学
研
究
』
第
五
十
巻
第
一
号　

二
〇
〇
七
年
）

２ 

本
書
に
つ
い
て
は
、『
東
ア
ジ
ア
石
刻
研
究
』
第
３
号
（
二
〇
一
一
年
）
に
新
刊
紹
介
と
し
て
、
江
川
式
部
氏
の
紹
介
文
と
、
氣
賀
澤
保
規
氏
作
成
の

「
所
載
墓
誌
等
主
要
石
刻
資
料
目
録
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

３ 

周
紹
良
主
編
・
趙
超
副
主
編
『
唐
代
墓
誌
彙
編
』（
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
九
二
年
）
興
元
〇
〇
二
な
ど
。
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４ 

『
唐
代
墓
誌
彙
編
』
元
和
〇
八
四
な
ど
。

５ 

趙
氏
は
「
號
金
剛
、
山
宗
釋
典
也
」
と
点
切
り
す
る
が
、「
號
は
金
剛
山
、
釋
典
を
宗
と
す
る
な
り
。」
と
解
す
る
方
が
適
切
で
あ
る
。

６ 

例
え
ば
、
天
寶
四
載
（
七
四
五
）「
唐
故
正
義
大
夫
行
内
侍
上
柱
國
雷
府
君
夫
人
故
樂
壽
郡
君
宋
氏
墓
誌
銘
」（『
新
中
国
出
土
墓
誌
』
陝
西
貳—

一
一

三
）
の
「
功
徳
山
」、
貞
元
四
年
（
七
八
八
）「
唐
故
右
衛
倉
曹
參
軍
賜
緋
魚
袋
何
公
繼
夫
人
京
兆
韋
氏
墓
誌
銘
」（『
新
中
国
出
土
墓
誌
』
河
南
参—

二

二
三
）
の
「
般
若
林
」
な
ど
、
多
数
の
事
例
が
存
在
す
る
。

７ 

『
釋
氏
要
覧
』
卷
上
・
稱
謂
・
式
叉
摩
那
「
此
云
學
法
女
、
似
今
尼
之
長
髮
也
。」
な
お
、
日
本
に
も
完
全
に
剃
髪
す
る
尼
以
外
に
「
尼
削
ぎ
」
と
い
う

髪
を
残
し
た
尼
が
存
在
し
た
。
勝
浦
令
子
「
尼
削
ぎ
攷—

髪
型
か
ら
見
た
尼
の
存
在
形
態—

」（
大
隅
和
雄
・
西
口
順
子
編　

シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
１

『
尼
と
尼
寺
』
平
凡
社　

一
九
八
九
年
）
参
照
。

８ 

素
節
・
璆
の
伝
に
関
し
て
は
、『
舊
唐
書
』
巻
八
三
、『
新
唐
書
』
巻
八
一
参
照
。

９ 

例
え
ば
、
最
終
的
に
は
長
安
法
雲
寺
の
所
属
と
な
っ
た
辯
恵
の
場
合
、「
十
八
受
半
戒
、
廿
受
具
戒
。
纔
三
日
、
於
東
都
大
安
國
寺
通
誦
聲
聞
戒
經
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
受
具
の
後
に
安
國
寺
に
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。
周
紹
良
主
編
・
趙
超
副
主
編
『
唐
代
墓
誌
彙
編
続
集
』（
上
海
古
籍
出
版
社　

二
〇
〇

一
年
）
天
寳
一
〇
三
な
ど
所
収
の
「
大
唐
法
雲
寺
尼
辯
恵
禪
師
神
道
誌
銘
幷
序
」
参
照
。

₁₀ 

『
舊
唐
書
』
巻
一
〇
〇
、『
新
唐
書
』
巻
一
三
〇
。
何
れ
も
裴
漼
伝
に
従
祖
弟
の
寛
の
伝
を
附
し
、
父
の
無
晦
が
袁
州
刺
史
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。

₁₁ 

『
新
唐
書
』
宰
相
世
系
表
は
、
河
内
府
太
守
と
す
る
が
同
一
の
官
の
別
称
で
あ
る
。

₁₂ 

愛
宕
元
「
唐
代
河
東
聞
喜
の
裴
氏
と
仏
教
信
仰
」（
吉
川
忠
夫
編
『
唐
代
の
宗
教
』
所
収　

朋
友
書
店　

二
〇
〇
〇
年
）

₁₃ 

他
に
『
唐
代
墓
誌
彙
編
』
元
和
〇
六
九
、
周
紹
良
主
編
『
全
唐
文
新
編
』
第
十
九
冊
（
吉
林
文
史
出
版
社　

二
〇
〇
〇
年
）
一
三
〇
五
五
頁
に
も
録
文

を
掲
載
す
る
。
何
れ
も
周
紹
良
氏
所
蔵
の
拓
本
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
写
真
は
出
版
さ
れ
て
お
ら
ず
、
確
認
す
る
に
及
ん
で
は
い
な
い
。

参
考
ま
で
に
全
文
を
掲
げ
る
。

 

（
上
缺
）
上
塔
銘
幷
序　
　

姪
潾
文

 

□
□
□
□
□
□
□
河
東
聞
喜
人
。
皇
□
□
□
皇
朝
懷
州
刺
史
。
伯
父
□
□
皇
朝
御
史
大
夫
、
戸
・
禮
二
尚
書
。
和
上
□
于
上
族
、
受
記
純
粹
、
和
而
能

峻
。
性
本
乎
仁
、
故
與
道
幷
、
動
而
之
禮
、
故
與
律
合
、
内
忘
乎
我
、
故
與
物
等
、
以
是
三
德
、
契
乎
宗
原
。
所
以
鼓
舟
航
、
越
溟
濤
、
出
死
生
之
津
、

肇
法
身
之
本
。
湛
然
一
室
、
世
將
五
紀
、
復
本
守
樸
、
無
□
仙
跱
、
言
色
不
形
、
物
亦
自
化
、
非
真
質
恒
德
之
厚
。
其
臻
是
乎
、
若
乃
門
內
之
理
、
子

姓
∀
婦
、
莫
不
動
資
稟
決
而
敎
成
焉
。
其
内
外
□
施
之
溥
又
如
此
。
委
和
順
化
、
不
耗
天
數
、
以
元
和
八
年
十
二
月
廿
六
日
終
于
本
寺
、
時
年
八
十
四
、

歷
夏
六
十
二
、
弟
子
見
用
等
建
銘
表
塔
、
俾
後
瞻
此
而
化
也
。
銘
曰
、
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嗚
戲
、
上
天
賦
其
德
、
惟
貞
恒
、
遂
脗
于
佛
乘
、
以
至
于
氣
定
神
凝
、
爾
後
之
人
其
復
之
、
無
㝵
於
斯
。

₁₄ 

僧
尼
の
墓
誌
銘
と
塔
銘
が
両
方
存
在
す
る
例
は
少
な
い
が
、
大
暦
五
年
（
七
七
〇
）
八
月
十
七
日
に
逝
去
し
た
法
津
禅
師
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
享
年
は

共
に
七
十
二
で
あ
る
が
、
僧
臘
に
関
し
て
、
同
年
九
月
二
十
六
日
に
埋
葬
さ
れ
た
と
す
る
墓
誌
銘
（『
新
中
国
出
土
墓
誌
』
陝
西
貳—

一
四
七
な
ど
）
で

は
四
十
五
と
す
る
の
に
対
し
、
元
和
二
年
（
八
〇
七
）
四
月
八
日
建
立
の
塔
銘
（『
新
中
国
出
土
墓
誌
』
陝
西
貳—

一
九
二
な
ど
）
で
は
五
十
一
と
し
、

両
者
の
間
に
齟
齬
が
見
ら
れ
る
。

₁₅ 

裴
潾
に
つ
い
て
は
『
舊
唐
書
』
巻
一
七
一
、『
新
唐
書
』
巻
一
一
八
に
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

₁₆ 

『
洛
陽
流
散
唐
代
墓
誌
彙
編
』
下
・
二
九
三
「
唐
河
南
伊
闕
縣
令
清
河
崔
府
君
墓
誌
銘
幷
序
」

₁₇ 

女
四
人
、
…
…
次
以
多
疾
、
願
入
空
門
、
法
號
廣
素
。

₁₈ 

會
昌
の
廃
仏
が
い
よ
い
よ
本
格
化
す
る
の
は
、
會
昌
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、『
資
治
通
鑑
』
卷
二
四
八
に
よ
れ
ば
、
七
月
・
八
月
の
二
度
に
わ
た
り
詔
勅

が
出
さ
れ
、
厳
し
い
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。
翌
年
三
月
の
武
宗
の
逝
去
に
因
り
、
廃
仏
は
終
息
す
る
。

₁₉ 

「
唐
故
舟
濟
律
師
墓
誌
銘
幷
序
」
と
題
す
る
墓
誌
は
、『
全
唐
文
補
遺
』
第
九
輯
（
三
秦
出
版
社　

二
〇
〇
七
年
）
四
一
三
頁
に
録
文
を
掲
載
す
る
が
、
拓

本
写
真
に
関
し
て
は
、
管
見
の
限
り
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
墓
誌
を
撰
し
た
の
は
、
兄
の
魏
中
庸
で
あ
る
。

₂₀ 

出
家
か
ら
逝
去
に
至
る
ま
で
の
部
分
を
掲
げ
て
お
く
。

 

　

元
和
中
、
授
具
戒
於
長
安
崇
敬
寺
律
大
德
常
寂
。
其
持
奉
精
懇
、
流
輩
多
之
。
武
宗
時
、
去
浮
圖
氏
法
。
蓮
宮
金
地
、
四
海
一
空
。
於
是
始
有
瑤
池

金
籙
之
願
。
大
中
初
、
龍
象
復
興
、
師
以
平
生
之
志
、
又
復
剃
落
、
不
忘
本
也
。
己
巳
歲
、
其
兄
爲
汝
陰
守
、
師
隨
嫂
侄
至
郡
。
明
年
仲
春
月
旬
有
二

日
、
示
終
於
郡
之
官
舎
、
享
年
六
十
、
僧
夏
三
十
二
。

₂₁ 

例
え
ば
、
法
界
寺
の
尼
の
正
性
の
墓
誌
（『
唐
代
墓
誌
彙
編
』
貞
元
〇
二
九
な
ど
）
に
は
、
貞
元
六
年
（
七
九
〇
）
に
出
身
の
家
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

「
櫟
陽
縣
修
善
鄕
之
別
墅
」
で
逝
去
し
た
正
性
に
つ
い
て
、「
以
其
年
十
月
八
日
遷
神
於
城
南
神
禾
原
□
郞
中
（
父
の
裴
倚
）
之
塋
、
從
俗
禮
也
。
闍
梨

初
隷
上
都
法
界
寺
。
嘗
云
淸
淨
者
心
、
心
常
解
脫
、
故
生
不
居
伽
藍
之
地
、
嚴
飾
者
相
、
相
本
無
形
、
故
歿
不
建
荼
毗
之
塔
、
從
始
願
也
。」
と
あ
る
。

₂₂ 

例
え
ば
、「
唐
故
清
江
郡
太
守
□
□
君
夫
人
渤
海
郡
君
呉
氏
墓
誌
銘
」（『
洛
陽
流
散
唐
代
墓
誌
彙
編
』
下
・
一
八
六
）
に
は
「
吾
齡
已
高
、
古
無
不
死
、

早
擯
塵
網
、
夙
詣
菩
提
可
於
天
竺
伽
藍
傍
建
寶
塔
、
因
依
淨
界
、
遷
寢
吾
身
。
爰
取
不
墳
、
勿
遵
同
穴
。
以
愜
四
禪
之
行
、
無
慚
六
義
之
詩
、
歸
眞
若

斯
、
吾
願
畢
矣
。」
と
あ
る
。

₂₃ 

例
え
ば
、「
唐
故
司
農
丞
獨
孤
府
君
夫
人
宇
文
氏
墓
誌
銘
」（『
新
中
国
出
土
墓
誌
』
陝
西
貳—

一
六
〇
な
ど
）
に
は
、「
薨
于
長
安
里
濟
度
之
佛
刹
」
と

あ
り
、
宇
文
氏
は
濟
度
寺
で
逝
去
し
て
い
る
。






